
 
 
 
 
 
 
 

     みなさんの市民活動を応援する新しい保険ができました！ 

 

 

 

豊明市では、市民の皆さんが区、町内会などのコミュニティ活動、子ども会、ＰＴＡ活動、

ＮＰＯ、ボランティア活動などに積極的に参加していただけるよう支援しています。そのた

め、そのような社会貢献的な活動に参加している方が、万一事故に遭われた場合の補償制度

を設けています。この補償制度の運営は、本市が保険料全額を負担して損害保険会社と保険

契約を締結して行っております。団体の皆様が、保険料を納める必要はありません。 

 

 

 

この保険制度は、市民活動中に偶然に発生した事故に対処するため、賠償責任保険と傷害

保険の2つの保険により構成されています。下記は損害保険会社との契約によるものです。

保険金の認定・お支払いは保険会社が行います。 

 

  

市民活動の主催者や活動に従事する人が、

市民活動に伴い、誤って第三者の身体・財物

に損害を与え、 法律上の賠償責任を負った場

合に支払われる保険です。 

 

事故の種類 支払限度額 

身体賠償事故 
１人につき １億円 

１事故につき１億円 

財物賠償事故 １事故につき１億円 
※ 補償する額は、１事故につき1,000円を自己負担

額とする。 

※ 市民団体、指導者等が所有し、使用し、若しくは管

理する車両による事故は対象となりません。 

 

 

市民活動中「急激かつ偶然な外来の事故」

によってケガをした場合に支払われる保険で

す。 

 

補償の種類 補償金額 

死亡補償 300 万円 

後遺障害補償 
３００万円を限度として

保険契約に定める額 

入院補償（日額） 3,000 円 

通院補償（日額） 2,000 円 

１ 賠償責任保険 ２ 傷害保険 
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豊豊明明市市市市民民活活動動総総合合保保険険ののごご案案内内

豊明市市民活動総合保険とは 

保険の概要 
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お問い合わせ  

豊明市役所市民協働課 



 

市民及び市内に活動の拠点を置く市民団体が、無報酬（実費弁償含む）

で行う自主的な社会貢献活動 

 

市民活動の区分 活動内容 指導者等 参加者

ごみゼロ運動などの市民活動型の事業 ○ ○ 

防災訓練などの訓練活動 ○ ○ 

豊明まつりなど市長が定めた特別な事業 ○ ○ 

講演会などの一般的な文化行事 ○ × 

市主催事業に関する

活動 

とよあけマラソンなどのスポーツ・レクリェ

ーション的行事 
○ × 

アダプトプログラム、フラワーボランティア

などの公共施設美化活動など 
○ × 

市が推進するボラン

ティア活動 
文化会館、図書館、学校、児童館などの運営

補助活動など 
○ × 

地域社会活動 
区・町内会・自治会活動（広報配布、運動会、

盆踊り、敬老会など） 
○ ○ 

子ども会、ＰＴＡ活動 ○ ○ 
青少年健全育成活動 

青少年健全育成推進委員会等が行う活動など ○ ○ 

高齢者、障害者援護などの福祉活動 ○ × 

自然保護などの環境保全活動 ○ × 公益活動 

その他の公益活動 ○ × 

 □指導者等 市民団体において活動の計画立案及び運営の指導的地位にあるもの並びに市民活動

を実践している個人。 

 □参加者  市民活動によるサービスを受けるもの及び市が主催する事業の参加者をいう。 

 

 

ただし、下記のものは対象になりません。 

・ 社会教育活動（スポーツ・リクリエーション活動、文化活動などもっぱら親睦、

自己の技能等の向上を目的とするもの） 

・ 会員同士の慰労を目的とした活動（懇親会・慰労会など） 

・ 政治、宗教、営利を目的とした活動 

・ スポーツ団体による、スポーツをとおした公益活動 

補償の対象となる活動 



 

市に活動の届出をしている団体が保険の対象になります。 

□ 区・町内会 

区・町内会の活動として行うものは事前の登録は必要ありません。 

 

□ 子ども会、ＰＴＡ等 

区・町内会や学校などに承認されている活動については事前の登録は必要ありません。 

しかし、名簿・規約・年間事業計画書・活動スケジュール・活動出席名簿などの必要書

類を常日頃から備えておいてください。 

 

□ それ以外の市民活動団体 

ボランティアグループやＮＰＯ等は、とよあけ市民活動情報サイトに登

録した団体が補償の対象になりますので、事前に市民協働課窓口で登録

をしてください。 

（必要書類：団体の会則、活動内容、財政状況などが分かるもの） 

 

 

市内で自主的・自発的に社会貢献活動・公益活動を行う団体やグループを紹介するインターネッ

ト上のホームページ。 

 

※ 市内を活動拠点とする５名以上の団体が対象となります。（半数以上は市民であること） 

※ 団体登録をもって、その団体のあらゆる活動が補償の対象となるわけではなく、団体が行う公益

活動が対象となります。 

 

 

 

故意による損害 

洪水、地震等天災による損害 

同居の親族に対する賠償責任 

自動車の所有・使用・管理に起因する賠償責任 

 

   

 

故意、けんか、自殺行為、犯罪行為、闘争行為による事故 

無資格運転、酒酔い運転による事故 

脳疾患、疾病、心神喪失による事故 

頚部症候群（むちうち）、腰痛、その他他覚症状のないもの  

ハングライダー等危険なスポーツによる損害 

保険の対象とならないもの（主なもの） 

保険制度を利用するには？ 

1 賠償責任保険 

２ 傷害保険 

とよあけ市民活動情報サイト（http://www.toyoakejoho.net）とは 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故が発生したときは、すみやかに市民協働課まで事故の報告をしてください。 

事故の日から 20日以内にご報告がない場合は、保険金が支払われないことがあります。 

 

 

 

 

このパンフレットは保険の概要をまとめたものです。 

保険内容についてご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。 

 

事故が発生したときの手続き 

保険請求のながれ 

豊明市役所市民協働課 市民活動推進係 

〒470-1195 豊明市新田町子持松１番地１ 

TEL 0562－92－8306（直通） E-mail kyodo@city.toyoake.lg.jp 

ＵＲＬ www.city.toyoake.aichi.jp/siminkyodo/index 

被害者 

団体の代表者 

豊明市役所市民協働課 

保険会社 

事故報告内容 

1. いつ （日時） 

2. どこで（場所） 

3. 誰が （当事者） 

4. どうして（事故状況） 

5. どうなったか（損害状況） 

6. 治療先・修理先 

7. 団体の代表者氏名連絡先 

事故が起きてしまったら・・ 

活動中に万一事故が起きてしまったら、すみやかに、その活動、行事

を主催した団体の代表者から、市民協働課へご連絡ください。その後、

所定の事故報告書等を提出していただき、事故内容を審査し、保険制

度の要件を満たしている場合は、保険会社より当事者へ保険金が支払

われます。 

事故報告

豊明市役所

保険金請求
手続の案内

保険金請求書

市民活動団体 保険会社

保険金支払い

事故報告


